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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面側に剥離層が形成された支持基板を用意すること、
　前記支持基板上の前記剥離層よりも上に、部分的に配線層および層間絶縁膜を形成する
こと、
　半導体チップのパッドの少なくとも一部が、前記配線層の少なくとも一部に電気的に接
続するように、前記半導体チップを前記支持基板上に配置すること、
　前記配線層の少なくとも一部、前記層間絶縁膜の少なくとも一部、および前記半導体チ
ップを包含するとともに、前記支持基板の前記主面上の前記剥離層またはそれよりも上の
層と接触し、前記支持基板の前記主面以外の面とは接触しない封止層を形成し、前記支持
基板上に、前記半導体チップおよび前記配線層、前記封止層を含む中間積層体を形成する
こと、
　前記中間積層体を形成した後に、前記支持基板の周辺部であって前記封止層が形成され
ている部分を切断すること、
　前記周辺部を切断した前記支持基板から、前記剥離層を境界として、前記中間積層体を
機械的に剥離すること、とを含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記配線層の形成は、前記支持基板の前記周辺部に給電用電極を取り付け、前記支持基
板に対して電解めっきを行うことにより形成する、半導体装置の製造方法。
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【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記切断において、前記支持基板の周辺部であって前記封止層と前記層間絶縁膜とがと
もに形成されている部分を切断する、半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記支持基板の前記周辺部の前記切断は、
　前記支持基板の周辺部に、割断予定線を形成すること、
　前記支持基板上に形成されている前記剥離層および前記封止層を、前記割断予定線に対
応する位置で前記支持基板の主面側から切断すること、
　前記支持基板の周辺部を、前記割断予定線に沿って割断すること、とを含む半導体装置
の製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記割断予定線の形成は、前記支持基板の裏面に切り筋を形成することにより行う半導
体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記切り筋の形成は、前記支持基板上に前記中間積層体を形成した後に行う半導体装置
の製造方法。
【請求項７】
　請求項５に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記切り筋の形成は、前記支持基板上に前記配線層を形成する前に行う半導体装置の製
造方法。
【請求項８】
　請求項４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記割断予定線の形成は、前記剥離層を形成する前に、前記支持基板の主面に切り筋を
形成することにより行う半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記割断予定線の形成は、前記支持基板の内部に、他の部分と比較して強度の弱い部分
を形成することにより行う半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９までのいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記支持基板としてガラス基板を使用する、半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０までのいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記支持基板として、前記主面に基板側から順に金属層、前記剥離層、薄銅層が形成さ
れている支持基板を用いる半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１までのいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記配線層の形成を複数回行い、多層配線型の配線層を形成する半導体装置の製造方法
。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２までのいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記支持基板上に、複数並列して前記中間積層体を形成し、かつ、前記複数並列して形
成された前記中間積層体を一体的に前記支持基板から剥離するとともに、前記剥離後に前
記中間積層体を個々に切断する半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３までのいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
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　前記中間積層体中に前記半導体チップを複数個配置する半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１４までのいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記中間積層体中に前記半導体チップとともに受動部品を配置する半導体装置の製造方
法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　いわゆるチップラスト型（ＲＤＬファースト型）の半導体装置は、一時的に使用する仮
の支持基板上に配線層および絶縁層を形成し、半導体チップを配置してモールドした後、
仮の支持基板を除去する工程を経て製造される。仮の支持基板の除去は、モールドされた
半導体チップ、配線層および絶縁層（以下、これらを総称して中間積層体とよぶ）から、
仮の支持基板を機械的に引き剥がして分離することにより行われる。
　特許文献１には、表面上に密着金属層、剥離層、反射防止層および極薄銅層を備えたガ
ラスで構成されるキャリア（支持基板）を用いるプリント配線板（半導体装置）の製造方
法が開示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第６２０３９８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１は、支持基板（キャリア）上に形成した中間積層体を、支持基板の全面に渡
って一括して支持基板から剥離する方法を開示する。
　しかし、支持基板の周辺部は、成膜条件が不安定なため配線層や絶縁層を安定した膜厚
で成膜することが難しく、また、周辺部には配線層の形成のための電気めっき工程におい
て給電機構（給電用電極）を接触させる必要があり、これによりキズ等が発生し易い。
【０００５】
　そのため、支持基板上の周辺部も含めて剥離を行うと、配線層および絶縁層の不均一性
やキズが原因で、周辺部に剥離ムラが発生する恐れがある。そして、周辺部の剥離ムラが
、半導体チップと配線層がモールドされた中間積層体が形成されている基板の中央部分の
剥離にも悪影響を与え、中間積層体およびその中間積層体を含む半導体装置の歩留まりを
低下させる恐れがある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の半導体装置の製造方法は、主面側に剥離層が形成された支持基板を用意するこ
と、前記支持基板上の前記剥離層よりも上に、部分的に配線層および層間絶縁膜を形成す
ること、半導体チップのパッドの少なくとも一部が、前記配線層の少なくとも一部に電気
的に接続するように、前記半導体チップを前記支持基板上に配置すること、前記配線層の
少なくとも一部、前記層間絶縁膜の少なくとも一部、および前記半導体チップを包含する
とともに、前記支持基板の前記主面上の前記剥離層またはそれよりも上の層と接触し、前
記支持基板の前記主面以外の面とは接触しない封止層を形成し、前記支持基板上に、前記
半導体チップおよび前記配線層、前記封止層を含む中間積層体を形成すること、前記中間
積層体を形成した後に、前記支持基板の周辺部であって前記封止層が形成されている部分
を切断すること、および、前記周辺部を切断した前記支持基板から、前記剥離層を境界と
して、前記中間積層体を機械的に剥離すること、とを含む。
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【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、支持基板の周辺部に形成された膜の不均一性やキズによらず、中間積
層体を安定して剥離することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１の実施形態による半導体装置の製造方法を説明する図であり、前半
の工程を示す図。
【図２】本発明の第１の実施形態による半導体装置の製造方法を説明する図であり、図１
に続く工程を示す図。
【図３】本発明の第１の実施形態による半導体装置の製造方法を説明する図であり、図２
に続く工程を示す図。
【図４】本発明の第１の実施形態による半導体装置の製造方法を説明する図であり、図３
に続く工程を示す図。
【図５】本発明の第１の実施形態による半導体装置の製造方法を説明する図であり、図４
に続く工程を示す図。
【図６】本発明の第１の実施形態による半導体装置の製造方法を説明する図であり、支持
基板上に中間積層体が複数並列して形成された状態を示す図。
【図７】変形例１から３による半導体装置の製造方法を説明する図。図７（ａ）は変形例
１を説明する図。図７（ｂ）は変形例２を説明する図。図７（ｃ）は変形例３を説明する
図。
【図８】本発明の第２の実施形態による半導体装置の製造方法を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１から図６は、本発明の第１の実施形態による半導体装置３０の製造方法を説明する
ための図である。図１から図５は、支持基板１１上に、配線層１６、半導体チップ２３、
封止層２４等からなる中間積層体２９を形成していく工程等を説明する断面図であり、図
６は、支持基板１１上に中間積層体２９が複数並列して形成された状態を示す上面図であ
る。ただし、図６では後述する封止層２４等の一部の部材は図示を省略している。
【００１０】
（製造工程の概要）
　図６を参照して、本例の製造工程の概要を説明する。
　図６に示すように、本例では、支持基板１１は略正方形で、一辺が１００～３００ｍｍ
程度である。そして、本例においては、図６に示すとおり、この支持基板１１上に、後述
する封止層や半導体チップおよび配線層を含む中間積層体２９を複数並列して形成する。
　その後、図６中に破線で示した左端切断線２Ｌ、右端切断線２Ｒ、上端切断線２Ｕ、下
端切断線２Ｄの位置にて、支持基板１１の周辺部を切断する。左端切断線２Ｌ、右端切断
線２Ｒ、上端切断線２Ｕおよび下端切断線２Ｄを、総称して切断線２と呼ぶ。
【００１１】
　周辺部を切断した後に、支持基板１１から、複数並列して形成された中間積層体２９を
一括して剥離する。その後、複数並列された中間積層体２９のそれぞれを、図６中に破線
で示した複数の縦分離線３Ｖ、複数の横分離線３Ｈの位置にて分離（ダイシング）する。
縦分離線３Ｖおよび横分離線３Ｈを、総称して分離線３と呼ぶ。
　中間積層体２９は、後述するその後の工程を経て、半導体装置３０として完成される。
　切断線２の位置および分離線３の間隔は、半導体装置３０の大きさ（面積）に応じて設
定される。
　以下、図１から図５を参照して、支持基板１１上に、配線層１６、半導体チップ２３、
封止層２４等からなる中間積層体２９を形成する工程、および半導体装置３０を形成する
工程を説明する。
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【００１２】
（支持基板）
　図１（ａ）は、製造工程の初期おける支持基板１１の断面構造を示す図である。支持基
板１１の構成は、特許第６２０３９８８号公報に開示されるキャリア付き銅箔と同様の構
成である。支持基板１１自体はガラスからなり、その主面（おもて側の面であって、図中
の上方の面）に、基板側から順に密着金属層１２と、剥離層１３と、反射防止層１４と、
薄銅層１５が形成されている。上記の各層を構成する材料や厚さも、特許第６２０３９８
８号公報に開示されるキャリア付き銅箔と同様の構成でよい。
【００１３】
　すなわち、支持基板１１自体はガラスからなり、その厚さは１００～２０００μｍが好
ましい。
　密着金属層１２は支持基板１１との密着性を確保する点から、Ｔｉ、Ｃｒ及びＮｉから
なる群から選択される少なくとも１種の金属で構成される層であるのが好ましく、純金属
であってもよいし、合金であってもよい。密着金属層１２の厚さは、１０～３００ｎｍ程
度が好ましい。
　剥離層１３は、主として炭素を含んでなる層であるのが剥離容易性や膜形成性の点等か
ら好ましく、より好ましくは主として炭素又は炭化水素からなる層であり、さらに好まし
くは硬質炭素膜であるアモルファスカーボンからなる。剥離層１３の厚さは、１～２０ｎ
ｍ程度が好ましい。
【００１４】
　反射防止層１４は、Ｃｒ、Ｗ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｎｉ及びＭｏからなる群から選択される少
なくとも１種の金属で構成される。反射防止層１４の厚さは、１０～３００ｎｍ程度が好
ましい。なお、反射防止層１４は、製造工程での配線層の画像検査の精度を向上するため
に設ける層であるので、画像による検査工程が必要でない場合等には省略してもかまわな
い。
　薄銅層１５は、厚さが５０～２０００ｎｍ程度の銅を主成分とする層である。薄銅層１
５は、真空蒸着やスパッタリングまたはめっきにより形成することが好ましい。
【００１５】
　また、密着金属層１２、剥離層１３、反射防止層１４についても、スパッタリング等で
形成することが好ましい。
　また、上記の条件に適した、剥離層１３等の形成された支持基板１１が販売されていれ
ば、それを購入して、すなわち用意して、使用してもよい。
【００１６】
（下段パッドの形成）
　図１（ｂ）は、支持基板１１上の最上層である薄銅層１５の上に、半導体装置３０の一
部となる下段パッド１６を形成した状態を示している。下段パッド１６の形成に際しては
、始めに薄銅層１５上の全面に不図示のフォトレジスト層を形成し、このフォトレジスト
層に下段パッド１６の形状に対応する所望のパターンを形成する。
【００１７】
　その後、切断線２より外側の支持基板１１上の薄銅層１５に給電用電極を取り付け、支
持基板１１をめっき液に浸し銅めっき等の電解めっきを行うことで、薄銅層１５が露出す
る部分（すなわちフォトレジストで覆われていない部分）に、下段パッド１６を形成する
。そして、フォトレジストを除去する。
　図１（ｂ）は、下段パッド１６を形成した後にフォトレジストを除去した状態を示して
いる。
【００１８】
　下段パッド１６の厚さは５～２００μｍ程度が好ましく、下段パッド１６の直径は３０
～２００μｍ程度が好ましい。下段パッド１６の上面形状は、円形でも多角形でも良い。
　下段パッド１６と後述する層間絶縁膜１７との密着性を向上するために、下段パッド１
６の表面および側面に粗面化処理を行うか、あるいはカップリング剤を形成して、両者の
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密着性を向上させてもよい。
　また、上記の工程に基づいて、フォトレジストに形成するパターンの形状により、下段
パッド１６と同時に支持基板１１上の異なる２箇所を電気的に導通させるための配線を形
成することもできる。
【００１９】
（層間絶縁膜の形成）
　図１（ｃ）は、支持基板１１上に、下段パッド１６を覆うように層間絶縁膜１７を形成
し、その上にドライフィルムレジスト１９を形成した状態を示している。層間絶縁膜１７
の材料としては、シリコンフィラーを８０％以上含有するエポキシ樹脂等を使用する。層
間絶縁膜１７は、印刷法や圧縮成型法、またはシート状の樹脂フィルムを真空ラミネート
する方法で形成し、形成後にある程度の硬化処理を行う。
【００２０】
　下段パッド１６を覆うように層間絶縁膜１７を形成した後、層間絶縁膜１７の所定の箇
所に、レーザー照射によるアブレーション等によりビア形成用のスルーホール１８を形成
し、さらにスルーホール形成に伴う残渣を除去するデスミア処理を行う。そして、スルー
ホール１８の形成された層間絶縁膜１７の上に、無電解めっきまたはスパッタにより、銅
等の金属からなる不図示のめっきシード層を形成する。
　そして、その上にドライフィルムレジスト１９を形成し、レーザー照射によるアブレー
ション等によりドライフィルムレジスト１９内の所定の箇所であってスルーホール１８と
部分的に重なる箇所に、開口２０を形成する。
　図１（ｃ）は、開口２０が形成された状態を示している。
【００２１】
（上段パッドの形成）
　切断線２より外側の支持基板１１上の層間絶縁膜１７の上に形成された上記の不図示の
めっきシード層に給電用電極を取り付ける。そして、支持基板１１をめっき液に浸し銅め
っき等の電解めっきを行うことで、スルーホール１８および開口２０の内部に銅等の金属
を堆積させることで、ビアおよび上段パッド２１（以下、併せて上段パッド２１と呼ぶ）
を形成する。
　図２（ａ）は、スルーホール１８および開口２０の内部に上段パッド２１が形成された
状態を示している。
　なお、下段パッド１６と上段パッド２１はともに導電性の部材であるため、これらを配
線層と呼ぶこともできる。
【００２２】
（エッチング）
　その後、ドライフィルムレジスト１９を除去し、層間絶縁膜１７の硬化処理を行う。ま
た、層間絶縁膜１７上に形成した上記の不図示のめっきシード層の除去（エッチング）を
行う。これらの除去は、公知の一般的な方法で行えばよい。
【００２３】
（半導体チップの接合および封止）
　図２（ｂ）は、上記で形成した支持基板１１上の積層物（下段パッド１６、上段パッド
２１および層間絶縁膜１７）の上に、半導体チップ２３を接合し、半導体チップ２３を封
止層２４で封止した状態を表している。
　半導体チップ２３の接合に際しては、予め半導体チップ２３の電極端子としてはんだ付
き銅ピラー２２を形成しておき、各銅ピラー２２が所定の上段パッド２１上の重なるよう
に、半導体チップ２３を配置する。そして、銅ピラー２２と上段パッド２１とをフラック
ス剤を使用して仮固定し、その後Ｃ４（Controlled Collapse Chip Connection）接合す
る。
【００２４】
　銅ピラー２２と上段パッド２１との接合は、超音波接合により行っても良い。また、半
導体チップ２３には、はんだ付き銅ピラー２２の代わりに、はんだボールバンプやマイク
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ロハンダバンプを形成しておいても良い。
　この後、半導体チップ２３および支持基板１１の主面（図２（ｂ）中の上側の面）を覆
うように、コンプレッションモールド法などにより樹脂による封止層２４を形成する。封
止層２４は、下段パッド１６、上段パッド２１および層間絶縁膜１７の上面や側面も覆い
、支持基板１１上に形成されている剥離層１３または剥離層１３より上層にある反射防止
層１４も覆う。
【００２５】
　以上の工程により、支持基板１１上には、封止層２４、半導体チップ２３、銅ピラー２
２、配線層（上段パッド２１および下段パッド１６）、層間絶縁膜１７からなる中間積層
体２９が形成される。
【００２６】
（支持基板の周辺部の切断）
　中間積層体２９の形成後、支持基板１１の周辺部を切断する。すなわち、支持基板１１
のうち、図６に示した上述の切断線２よりも外側の部分を切断する。
　図２（ｃ）は、周辺部の切断のために中間積層体２９が形成された主面を下側に向けて
配置された支持基板１１を示している。なお、図２（ｂ）と図２（ｃ）では、支持基板１
１が紙面に垂直な線を回転中心として１８０度回転しているため、右端切断線２Ｒと左端
切断線２Ｌの位置関係が入れ替わっている。
【００２７】
　周辺部の切断に際しては、まず支持基板１１の裏面（上記主面とは反対側の面）の右端
切断線２Ｒと左端切断線２Ｌに相当する部分に、スクライビングホイール７０により、微
小なキズである切り筋４Ｒ、４Ｌを形成する。
　同様に、支持基板１１の裏面の上端切断線２Ｕと下端切断線２Ｄに相当する部分にも、
切り筋を形成する。
【００２８】
　図３（ａ）は、周辺部を切断した後に上下を正転させて配置した支持基板１１を表して
いる。周辺部を切断した後に、支持基板１１の主面側の封止層２４等の積層物を、ダイシ
ングソー７１を使用して左端切断線２Ｌおよび右端切断線２Ｒに相当する部分で切断する
。
　同様に、上端切断線２Ｕと下端切断線２Ｄに相当する部分においても、支持基板１１の
主面側の封止層２４等の積層物を切断する。
【００２９】
　ダイシングソー７１による切断は、封止層２４、層間絶縁膜１７、反射防止層１４、剥
離層１３、密着金属層１２を対象とするが、支持基板１１の主面近傍に部分的に切れ込み
が入ってもかまわない。切断された積層物は、支持基板１１の周辺部（切断線２より外側
）の主面に密着しているため、支持基板１１の周辺部が支持基板１１と繋がっている以上
、切断してもすぐに支持基板１１から離れるわけではない。
　この状態の支持基板１１に対し周辺部（切断線２よりも外周部）に撃力を加えることに
より、支持基板１１を切断線２の位置で割断（ブレーク）する。
【００３０】
　図３（ｂ）は、周辺部を割断した状態の支持基板１１および中間積層体２９を示す。図
３（ｂ）に示したとおり、中間積層体２９の切断面には、剥離層１３の端部が明確に露出
する。
　なお、切り筋４Ｒ、４Ｌは、この割断（ブレーク）を行うために形成するクラックであ
るので、割断予定線とみることもできる。
【００３１】
（中間積層体の支持基板からの剥離）
　図４（ａ）は、周辺部を割断した支持基板１１および中間積層体２９を、剥離装置（８
０、８１）に装着し、支持基板１１から中間積層体２９を剥離する状態を示している。
　剥離装置は、一例として、支持基板１１を載置する載置台８０と、ニードル等の亀裂イ
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ニシエータ８２が設けられた剥離アーム８１を備える装置である。
【００３２】
　中間積層体２９の剥離では、まず、支持基板１１の一方の端（図４（ｂ）では右端）を
載置台８０上の係止部８０ａに固定する。そして、亀裂イニシエータ８２の先端を、支持
基板１１上に形成されている剥離層１３の近傍に接触させ、支持基板１１上に押し込むこ
とで剥離開始点を形成する。そして、剥離アーム８１を載置台８０に対して図中右方向に
相対移動させることで、中間積層体２９を支持基板１１から剥離する。
【００３３】
　本例においては、支持基板１１と中間積層体２９の間に剥離層１３が形成されているた
め、中間積層体２９を剥離層１３を境界面として支持基板１１から均一に剥離することが
できる。
　続いて、支持基板１１から剥離した中間積層体２９から、剥離面に残存する剥離層１３
の残骸、反射防止層１４、および薄銅層１５を除去する。
【００３４】
　図４（ｂ）は、支持基板１１から剥離し、剥離層１３の残骸、反射防止層１４、薄銅層
１５を除去した中間積層体２９を示す。剥離層１３の残骸、反射防止層１４、および薄銅
層１５の除去についても、エッチング等の公知の一般的な除去方法を使用することができ
る。
【００３５】
（はんだボールの形成）
　図５（ａ）は、中間積層体２９の下段パッド１６に、はんだボールを形成するために、
層間絶縁膜１７の上にソルダーレジスト２５を形成し、下段パッド１６上のソルダーレジ
スト２５に開口２７を形成した状態を示している。図５（ａ）では、中間積層体２９は図
４（ｂ）に示した状態から回転（上下反転）して表されている。
　この後、フラックスをソルダーレジスト２５の開口２７上に塗布し、はんだボール２６
を下段パッド１６上に仮固定し、その後リフローを行ってはんだボール２６を固定する。
　図５（ｂ）は、はんだボール２６が固定された状態の中間積層体２９を示している。
【００３６】
（ダイシング）
　その後、複数並列して、すなわち複数個が連続したままの中間積層体２９のそれぞれを
回路テスター等でテストし、ダイシングソーを使用してダイシング（個片化）する。
　図５（ｃ）は、ダイシングされ完成した状態の半導体装置３０を示している。
　なお、図１から図５の各図では、説明を容易にするために、支持基板１１の面内方向の
長さに対して厚さ方向の長さを拡大して示している。
【００３７】
　また、上記の第１の実施形態では、支持基板１１上には左右に２個の中間積層体２９を
形成するものとしているが、支持基板１１上に形成する中間積層体２９の配列数はこれに
限るものではなく、より多数個の中間積層体２９を形成することができる。
　なお、製造する半導体装置３０の用途によっては、上述のはんだボールの形成工程を省
略してもよい。
【００３８】
（変形例）
　以下、図７を参照して、変形例１から４について説明する。
　以下の変形例は、支持基板１１の切断方法に関する変形例である。よって、支持基板１
１の切断方法以外については、上述の第１の実施形態と同様であるので説明を省略する。
【００３９】
（変形例１）
　図７（ａ）は、変形例１で使用する支持基板１１ａを示す。
　支持基板１１ａには、上述の第１の実施形態で使用する支持基板１１と同様に、その主
面に基板側から順に密着金属層１２と、剥離層１３と、反射防止層１４と、薄銅層１５が
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形成されている。ただし、その裏面（上記の主面とは反対側の面）には、左端切断線２Ｌ
および右端切断線２Ｒ等の切断線２に相当する位置に、予め切り筋４ａＬおよび４ａＲを
形成しておく。
【００４０】
　従って、本変形例１では、半導体装置の製造工程の中で支持基板１１ａの裏面に切り筋
を形成する工程（例えば、図（ｃ）参照）を削減することができる。
　切り筋４ａＬおよび４ａＲと、密着金属層１２、剥離層１３、反射防止層１４および薄
銅層１５は、どちらを先に形成してもかまわない。ただし、切り筋４ａＬおよび４ａＲは
、支持基板１１ａ上に配線層（下段パッド１６）を形成する前に行うことが好ましい。
　なお、変形例１の切り筋４ａＬおよび４ａＲについても、上述の第１の実施形態での切
り筋４Ｌおよび４Ｒと同様に、割断予定線とみることもできる。
【００４１】
（変形例２）
　図７（ｂ）は、変形例２で使用する支持基板１１ｂを示す。
　変形例２では、支持基板１１ｂの主面の左端切断線２Ｌおよび右端切断線２Ｒ等の切断
線２に相当する位置に、予め切り筋４ｂＬおよび４ｂＲを形成しておく。そして、その後
に、不図示ではあるがその主面に、基板側から順に密着金属層１２、剥離層１３と、反射
防止層１４と、薄銅層１５を形成しておく。
【００４２】
　支持基板１１ｂの主面に形成された切り筋であっても、裏面に形成された切り筋と同様
に割断（ブレーク）の開始点として機能するため、本変形例２でも、半導体装置の製造工
程の中で支持基板１１ｂの裏面に切り筋を形成する工程を削減することができる。
　なお、変形例２の切り筋４ｂＬおよび４ｂＲについても、上述の第１の実施形態での切
り筋４Ｌおよび４Ｒと同様に、割断予定線とみることもできる。
【００４３】
（変形例３）
　図７（ｃ）は、変形例３で使用する支持基板１１ｃを示す。
　支持基板１１ｃには、上述の第１の実施形態で使用する支持基板１１と同様に、その主
面に基板側から順に密着金属層１２、剥離層１３と、反射防止層１４と、薄銅層１５が形
成されている。そして、支持基板１１ｃの内部の、左端切断線２Ｌおよび右端切断線２Ｒ
等の切断線２に相当する位置には、他の部分と比較して強度の弱い劣化部分４ｃＬおよび
４ｃＲを形成しておく。
【００４４】
　この劣化部分４ｃＬおよび４ｃＲは、例えばガラス製の支持基板１１ｃに対して、レー
ザーを劣化部分に集光して照射することにより、形成することができる。
　劣化部分４ｃＬおよび４ｃＲが割断（ブレーク）の開始点として機能するため、本変形
例３でも、半導体装置の製造工程の中で支持基板１１ｃの裏面に切り筋を形成する工程を
削減することができる。
【００４５】
　なお、変形例３の劣化部分４ｃＬおよび４ｃＲについても、上述の第１の実施形態での
切り筋４Ｌおよび４Ｒと同様に、割断予定線とみることもできる。
【００４６】
（変形例４）
　変形例４においては、支持基板１１の周辺部の切断に際して、支持基板１１に切り筋を
設けて割断を行うのではなく、ダイシングソーを用いて支持基板１１全体を切断する。
　よって、変形例４においては、上述の第１の実施形態や各変形例に比べ、切り筋を形成
する工程（例えば、図２（ｃ）参照）や割断の工程が削減できるので、切断工程が簡略化
される。
【００４７】
（第１の実施形態および変形例１から４の効果）
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　以上の第１の実施形態および変形例１から４によれば、以下の効果を得られる。
（１）本実施形態の半導体装置３０の製造方法は、主面側に剥離層１３が形成された支持
基板１１を用意すること、支持基板１１上の剥離層１３よりも上に、部分的に配線層（下
段パッド１６、上段パッド２１）を形成すること、半導体チップ２３を支持基板１１上に
配置すること、配線層（下段パッド１６、上段パッド２１）の少なくとも一部および半導
体チップ２３を包含するとともに、支持基板１１上の剥離層１３またはそれよりも上の層
と接触する封止層２４を形成し、支持基板１１上に、半導体チップ２３および配線層１６
、２１、封止層２４を含む中間積層体２９を形成すること、中間積層体２９を形成した後
に、支持基板１１の周辺部を切断すること、周辺部を切断した支持基板１１から剥離層１
３を境界として中間積層体２９を機械的に剥離すること、とを含んでいる。
　このような製造方法としたので、支持基板１１の周辺部に、成膜ムラや電解めっき電極
の接触によるキズが生じても、それらの悪影響は支持基板１１の中央部に及びことがなく
、中間積層体２９を安定して支持基板１１から剥離することができる。その結果、中間積
層体２９およびその中間積層体を含む半導体装置の歩留まりを向上させることができる。
（２）さらに、支持基板１１の周辺部の切断を、支持基板１１の周辺部に割断予定線を形
成すること、支持基板１１上に形成されている剥離層１３および封止層２４を割断予定線
に対応する位置で支持基板１１の主面側から切断すること、支持基板１１の周辺部を割断
予定線に沿って割断すること、を経て行うことにより、さらに安定して支持基板１１の周
辺部の切断を行うことができ、一層の歩留まりの向上が得られる。
（３）さらに、支持基板１１として、その主面に基板側から順に金属層１２、剥離層１３
、薄銅層１４が形成されている支持基板を用いることで、剥離層１３からの剥離をより安
定して実現することができる。
（４）さらに、支持基板１１上に、複数並列して中間積層体２９を形成し、かつ、複数並
列して形成された中間積層体２９を一体的に支持基板１１から剥離するとともに、剥離後
に中間積層体２９を個々に切断する構成とすることで、生産効率の高い製造方法を実現で
きる。
【００４８】
（第２の実施形態）
　図８を参照して、半導体装置３０ａの製造方法の第２の実施形態を説明する。
　第２の実施形態においては、形成する配線層の層数が３層となる。なお、以下で説明す
る箇所を除いては、第２の実施形態においても、その製造工程は上述の第１の実施形態と
同様である。
　本変形例においては、上述の第１の実施形態において上段パッド２１を形成しドライフ
ィルムレジスト１９を除去した後に（すなわち図２（ａ）に示した状態からドライフィル
ムレジスト１９を除去した後に）、上段パッド２１および層間絶縁膜１７の上に第２の層
間絶縁膜３１を形成し、第２の層間絶縁膜３１の所定の部分にスルーホール３２を形成す
る。
【００４９】
　スルーホール３２形成後の第２の層間絶縁膜３１上に、無電解めっきまたはスパッタに
より、銅等の金属からなる不図示のめっきシード層を形成する。
　そして、その上にドライフィルムレジスト３３を形成し、ドライフィルムレジスト３３
内の所定箇所に開口３４を形成する。図７（ａ）は、開口３４が形成された状態を示して
いる。
【００５０】
　その後、銅めっき等の電解めっきを行うことで、スルーホール３２および開口３４の内
部に銅等の金属を堆積させることで、最上段パッド３５を形成する。なお、最上段パッド
３５も導電性の部材であるため、これも上述の配線層の一部と見ることもできる。
　そして、ドライフィルムレジスト３３を除去し、第２の層間絶縁膜３１の硬化処理を行
う。また、第２の層間絶縁膜３１上に形成した上記の不図示のめっきシード層の除去（エ
ッチン）を行う。
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　図７（ｂ）は最上段パッド３５が形成され、ドライフィルムレジスト３３が除去された
状態を示している。
【００５１】
　その後は、上述の実施形態で示した（半導体チップの接合および封止）の工程以降と同
様の工程を行うことにより、図７（ｃ）に示した、配線層の層数が３層（下段パッド１６
、上段パッド２１、最上段パッド３５）である半導体装置３０ａを製造することができる
。
　なお、上述の第１実施形態に対して第２実施形態で加えた工程と同様の工程を、第２実
施形態にさらに加えることで、配線層の層数が４層以上の半導体装置を製造可能である。
【００５２】
（第２の実施形態の効果）
　以上の第２の実施形態の製造方法によれば、上述の第１の実施形態および変形例１から
４の効果に加えて、３層の配線層を持つ半導体装置を、高い歩留まりで製造できるという
効果がある。
【００５３】
　以上の各実施形態および変形例においては、支持基板１１自体はガラス製であるとした
が、支持基板１１自体は、セラミックス、樹脂、または金属のいずれかからなる基板を使
用しても良い。また、支持基板１１の形状も正方形に限らず、長方形や円形等の他の形状
であっても良い。
　また、下段パッド１６、上段パッド２１、最上段パッド３５は銅には限らず、他の金属
で形成しても良い。各種のフォトレジストは、感光性のドライフィルムでもよく、レーザ
ーアブレーションによってパターン形成を行っても良い。
【００５４】
　また、各中間積層体２９中に配置する半導体チップ２３は１個には限定されず、複数個
の半導体チップ２３を１つの中間積層体２９中に配置してもよい。これにより、より高性
能な中間積層体２９および半導体装置３０を実現できる。
　また、各中間積層体２９中に配置する電子部品は半導体チップ２３には限定されず、コ
ンデンサ、コイル、アンテナ等の受動部品を半導体チップ２３とともに配置しても良い。
これにより、半導体チップ２３だけでは実現できない機能を持った、高機能の中間積層体
２９および半導体装置３０を実現できる。
【００５５】
　本発明は以上の内容に限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えら
れるその他の態様も本発明の範囲内に含まれる。
【符号の説明】
【００５６】
３０、３０ａ：半導体装置、１１、１１ａ、１１ｂ、１１ｃ：支持基板、１２：金属層、
１３：剥離層、１４：反射防止層、１５：薄銅層、１６：下段パッド（配線層）、１７：
層間絶縁膜、１９：レジスト、２１：上段パッド（配線層）、２３：半導体チップ、２４
：封止層、２：切断線、３：分離線、２９：中間積層体
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